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第４号様式（第８条関係） 

 

議 事 録 

会議名 第６回寒川町立小・中学校適正化等検討委員会  

開催日時 令和４年６月２２日（水） 14時 00分から 17時 04分 

開催場所 寒川町役場  議会第１・２会議室  

出席者名、欠

席者名及び

傍聴者数 

【出席者】  

＜委員＞  

山﨑俊裕（委員長）、屋敷和佳（副委員長）、伊藤満夫、 

齋藤正信、露木武光、米山明夫、河村卓丸、臼井浩美、  

宮良武和、高橋一之、平戸芹香、深澤文武、野﨑誠、戸村孝、

伊藤研、田村丈晴 

 

＜事務局＞  

教育次長：内田武秀、教育政策課長：高橋陽一、教育政策課専

任主幹（兼）学校教育課専任主幹：押味亨、教育政策担当副主

幹：千野あずさ、教育政策担当主任主事：三澤功一  

学校教育課長：黄木悟  

教育施設給食課長：水越豊  

 

【欠席者】  

＜委員＞  

門脇崇、椎谷智晃  

 

【傍聴者】なし 

議 題 

（１）寒川町立小・中学校適正化等基本方針について 

（２）今後の検討スケジュールについて 

 

決定事項 
特になし。  

 

公開又は非

公開の別 

 

公開 

非公開の場合その

理由（一部非公開

の場合を含む）  
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議事の経過 

○開会 

【事務局（内田教育次長）】  皆さん、こんにちは。本日はご多用の

中、ご出席を賜りまして、誠にありがとうございます。ただいまより、

第６回寒川町立小・中学校適正化等検討委員会を開催いたします。 

 本日、議事までの間、進行を務めさせていただきます、教育次長の内

田と申します。よろしくお願いいたします。 

 なお、本日は、ＰＴＡ連絡協議会の椎谷委員、門脇委員から欠席のご

連絡をいただいております。また、高橋委員は、本日、ウェブでの参加

ということで、音声だけという形で参加いただいていますので、やり取

りをさせていただければと思います。 

 そういうことで、現在の出席委員は１４名となっておりますので、寒

川町立小・中学校適正化等検討委員会設置要綱第６条の規定により、半

数以上の委員が出席されており、本日の会議の成立要件を満たしており

ますので、ご報告をさせていただきます。 

 それでは、次に、本日の資料の確認をさせていただきます。 

 

＜資料の確認  資料 NO1-1～4-2＞ 

 

【事務局（内田教育次長）】 それでは、以後の進行につきましては、

山﨑委員長にお願いしたいと思います。 

 山﨑委員長、よろしくお願いいたします。 

【山﨑委員長】  皆様、改めまして、お忙しいところお集まりいただ

きまして、ありがとうございます。今日はたくさんの資料があるようで

ございますけれども、時間の許す限り、有意義な場になればと思ってお

りますので、どうぞよろしくお願いします。 

 それでは、最初に、議事録承認委員のご指名をさせていただきたいと

思います。名簿順に指名することになっております。前回からの続きと

なりますが、今回は、深澤委員と野﨑委員にお願いしたいと思いますけ

れども、よろしいでしょうか。 

 

（「了承」の声あり） 

 

【山﨑委員長】 では、どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、早速、議事に入りたいと思います。 

 まず、議題の１つ目、計画骨子及び検討スケジュールについてという

ことになります。こちらについて、まず、事務局からご説明をお願いし
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たいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

事務局より次の資料を説明【事務局（三澤教育政策担当主任主事）】 

・資料 NO.1-1 （仮称）寒川町立小・中学校再編計画の骨子（案） 

・資料 NO.1-2 検討委員会の検討スケジュール  

 

【山﨑委員長】  今、事務局からご説明いただきましたけれども、再

編計画の骨子（案）、それから、スケジュールについて、ご質問とかご

意見があればお願いしたいと思います。いかがでしょうか。 

【委員】  １つ確認ですけど、資料１－２の１３番、Ｒ４.４.２６と

ありますが、これは合っていますか。またここでパブコメを取るんです

か。 

【事務局（高橋教育政策課長）】 今、委員からご指摘いただいた、資

料１－２の１３回目のところですが、こちらは来年の４月という意味で

すので、すみません、Ｒ４となっておりますが、Ｒ５年の４月２６日と

いうのが正しくなります。 

【山﨑委員長】  これは令和５年ということですね。 

【事務局（高橋教育政策課長）】  はい。令和５年で訂正を。 

【山﨑委員長】  はい。１３回目のところですね。４月２６日が、Ｒ

４ではなくて、Ｒ５年に修正ということでよろしいですね。 

【事務局（高橋教育政策課長）】  はい。それから、その２つ下の行

です。Ｒ５年の４月下旬～Ｒ４年５月上旬となってしまっておりますけ

れども、こちらもＲ５年の５月上旬が正しい内容になりますので、訂正

をお願いいたします。 

 こちらの意味合い、パブリックコメントにつきましては、今後、皆様

にご検討いただきます、（仮称）学校再編計画に関するパブリックコメ

ントというものの結果報告を来年の４月に行いたいということの意味

でございますので、よろしくお願いいたします。 

【山﨑委員長】  よろしいでしょうか。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 私のほうから、確認という形になるかなと思うんですが、黒丸のつい

ている視察（先進校）です。こちらは具体的な対象とか、何かそういっ

たものは、まだ検討中という感じでしょうか。いかがでしょうか。お願

いします。 

【事務局（高橋教育政策課長）】  資料１－２の真ん中にある黒丸で、

今年の７月下旬から８月の時期に、先進校の視察ということで、イメー
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ジ的には町内の学校ではなくて、町外の、文字どおり先進的な学校とい

うふうに思っておりますが、これは、これから皆様にソフト面ですとか、

ご検討を進めていただく中で、こういう学校が先進的な取組みをしてい

るので見に行ったらどうかとかご意見もいただきながら、基本的には、

事務局としての案もお示しさせていただきながら、皆さんにご意見を伺

って、行き先を決めたいと現時点では思っております。今の時点で具体

的に挙がっているところはまだないということです。 

【山﨑委員長】  そうですか。あんまり遠くではなく、わりと近く首

都圏というか、そんな感じなんでしょうね。視察をするということだっ

たら、具体的な日程調整とかもあるかなと思いますし、ただ、今、学校

現場は、まだコロナの対応で受入れがなかなか厳しいかなという感じも

ちょっとありますので、その辺りでしょうかね。 

 分かりました。これはちょっと検討して、委員のご意見も反映した上

で、具体的な案をチョイスするという形でよろしいですね。分かりまし

た。 

 そのほか、ございませんでしょうか。 

 私のほうから、またもう一つ。資料１－１の骨子（案）ですが、特に

基本方針でしょうか。その辺りが一番のポイントになってくるような気

がしておりますが、ここはハード面とかソフト面を合わせた形での何か

考え方みたいなものがここに示される形になるんでしょうか。 

この骨子は、比較的ソフト的なイメージがあるんですが、ハード的な

側面での検討というのは、どういう形で入ってくるのかというのがちょ

っと気になるところなんですが、その辺りはどうでしょうか。イメージ

でもあれば、お伝えしていただければと思います。 

【事務局（高橋教育政策課長）】  今、ハード的な内容はどういった

形でというご質問をいただきましたけれども、この後の議題（４）検討

方法についてというところでも、改めてご説明させていただきたいと思

いますけれども、この学校の具体配置案を検討していくに当たっては、

やはり大きくソフト面、ハード面での検討結果を踏まえて、新しい学校

の配置案を記載していきたいと思っておりますので、そういった意味で

は、なぜこの配置案にしたのかという理由といいますか、根拠の一つの

側面として、ハード的な内容もこういうふうに考えたので、こういう配

置案にしましたということは記載していきたいと思っております。ここ

では分かりにくいですけれども、きちんと両面で記載させていただきま

す。 

【山﨑委員長】  分かりました。ありがとうございました。 
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 そのほか。お願いします。 

【委員】  Ⅳの基本方針のところですが、学校再編の基本的な考え方

ということであれば、その具体的な方策である適正な学校規模だとかの

前に、寒川町の学校教育全般の向上を目指すというふうな、かなり高次

のうたい文句といいますか、目的といいますか、そういうふうなものを

掲げて、具体的に学校規模の検討というところに入ったほうが、単純に

これは、学校を再編整備しますよという形に今はなっていますけど、そ

うではなくて、何のために再編整備するのかというところがもう少し書

き加わると、全体的に収まりがいいのではないかと考えますが、いかが

でしょうか。 

 今日でなくても、また今後、議論する機会があろうかと思いますので、

その辺りもお願いいたします。 

【事務局（高橋教育政策課長）】  ありがとうございます。 

 そういった意味合いは非常に重要でございますので、今、資料１－１

の中で、Ⅲの第３章で、町がめざす教育という中で、そういった面も触

れていきたいなという考えではおりましたけれども、もしかしたら、そ

うでない書きぶりのほうがいい場合もあると思いますので、そこは改め

てご意見をいただきながら検討したいと思います。不可欠な要素である

と思いますので、きちんとそこを明示した上で、Ⅳ章に入っていくとい

う流れにはしたいと思います。 

【委員】  分かりました。ありがとうございました。 

【山﨑委員長】  これはⅣ章の続き、Ⅴ章というか、これは最後のま

とめというか、そういうのがあるんでしょうか。ここは基本方針を示し

て、Ⅴ章みたいなものが出てくるのかどうかがちょっと気になります。

あるいは、何かそういうグランドデザインというんでしょうか、何かそ

ういったものが示されるのか。それは資料編になるのか、ちょっと分か

らないんですが、その辺りはどうでしょう。やはり継続ならば、これで

もいいのかもしれないんですが、そこはどうでしょうか。結論というか、

その結晶みたいな部分になるのかどうか分からないですけど、そこのイ

メージもこれからでしょうか。 

 お願いします。 

【事務局（高橋教育政策課長）】  今、委員長からご指摘いただいた

部分も、これは、まだあくまでもやわやわの段階でございますので、や

はりこれからの学校再編の４０年後を見据えての新しい適正規模、適正

配置を定めていく基本となるものになりますので、そういう意味では、

誰が見てもはっきり分かりやすいという、結論が何なのかも含めて、こ
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ういう構成にしなければいけませんので、いただいたご意見に基づい

て、直すべきところは直してしっかりしたものをつくりたいと思いま

す。 

【委員】  スケジュールの部分ですけれども、地域懇談会が１１月下

旬から１２月上旬に行われるかと思うんですが、これは時期的には特に

問題ないと思うんですが、参加者について、前回の地域懇談会のときは

参加者が少なかった部分と、あと、できれば現役の学校の先生にも特に

参加していただいたほうがいいのかなと思っています。 

例えば、それが地域懇談会に来ていただくという形がいいのか、それ

とも、学校の先生向けに、何か今までの検討会の取りまとめの説明会み

たいなことをやったほうがいいのか、どちらがいいかというのはちょっ

とまだ結論は出ていないんですけども、学校の先生向けの何か説明は１

回したほうがいいんじゃないかなというふうに思いました。 

 以上になります。 

【山﨑委員長】  今、ご提案をいただきましたけれども、参加者をも

う少し現職の教員まで広げたらどうかというお話でしたが、私も個人的

には、非常にそういう形で積極的にいろんな方々に参加していただくの

は大賛成です。ただ、お仕事もいろいろお持ちですし、場合によっては、

今、委員が参加されているようなウェブの形で参加される、遠隔で、幅

広くいろんな形で参画していくような、そういった仕組みづくりという

か、そういったこともあって良いのかなというふうには個人的に感じた

んですが、その辺りはどうでしょうか。 

【事務局（高橋教育政策課長）】  ありがとうございます。 

 今、いただいたご意見について、基本的に１１月下旬から１２月上旬

に行う予定と考えております地域懇談会につきましては、当然、現役の

教職員の方もご参加いただきたいなと。そんな中で、これは特に参加資

格等は限定せずに、フリーにと思っていますので、そういった意味では、

いろいろな方のご意見が聞けるという意味では、メリットで、いい点か

なと思います。 

 ただ一方で、本当に現場の教職員の方々のリアルなご意見とか、悩み

とかいろいろあると思うんですけれども、むしろ個別に伺ったほうがい

いという側面も実際はあると思いますので、それはご出席いただいてお

りますお２人の校長先生ですとか、教職員代表の委員のご意見もいただ

きながら、こういった形が教職員の方向けにはいいのかということは考

えて、進めていきたいと思っております。 

 以上です。 
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【山﨑委員長】  ありがとうございました。 

 ということですが、先ほどのご提案についての回答をいただきました

けれども、よろしいでしょうか。 

【委員】  ありがとうございます。 

 まだ時期的な部分、まだ時間もありますので、いろんな形で、多くの

方に参加していただければいいなというふうに思っています。ありがと

うございます。 

【山﨑委員長】  ありがとうございました。 

 ほかにございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 お願いします。 

【事務局（黄木学校教育課長）】  申し訳ありません。事務局から。 

 先ほど山崎委員長からハード面の部分で、骨子案のところで、ちょっ

と見えづらいというご指摘があったかと思います。ちょっと戻ってしま

って申し訳ないですが、その部分で申し上げると、方針のほうにもござ

いましたが、校舎の安全等というところで、未来志向を持った学びを目

指すとございますので、該当ではこちらになるのかなと思いますが、た

だ、山﨑委員長がおっしゃるとおり、ソフトとハードというところでは、

非常に大局的なところで、ハードの面も非常に重要なところであって、

また、住民や保護者、子どもたちの中では、特に目に見えやすい魅力の

一つになるのかなと捉えています。 

 ですので、Ⅳの３の配慮事項の（４）の部分で、安全等ですけれど、

ハード面のところをうたっていくわけでございますが、場合によって

は、ボリュームが大きくなっていったときに、今の骨子案というものを

今日で確定させてしまうのか、その項目の検討を進めるに当たって、そ

の部分のボリュームがかなり大きくなっていった、存在が非常に、この

中に占める部分でも大きくなっていくといったときに、少し柔軟にその

部分の項目をまた新たに立ててもよいのかどうかというところを、ぜひ

確認をしていただけるとありがたいなと思っているところでございま

す。 

【山﨑委員長】  そうですね。ソフトの話とハードの話は全く分けて、

別の層立てするというやり方もあるのかなとも思ったんですが、同時

に、ソフト面、ハード面という形で、それぞれのサブテーマに応じて、

両方併記してまとめていくというやり方もあると思います。多分、これ

は両方併記する形でまとめていくような流れになるのかなと何となく

感じていたんですが、両方あるかなと思いましたが、ハード面だけで話

をするなら、また別の章を立てないといけないような気がちょっとした
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んですね。 

【委員】  山﨑委員長は、ハード面よりもソフト面がかなり前面に出

ているという話だったんですが、私は逆を思っておりまして、というの

は、学校の規模であるとか配置の問題は、基本的にはハードの問題であ

ると思います。そうなると、ハード、ソフトという議論をするときに、

やはり発言する方によってその辺の守備範囲が違うし、また、もともと

ハード、ソフトで想定されているものが違うんでしょうから、その辺り、

今後、より深く検討していくときに、具体的なハードとソフトの盛り込

むべき内容については、さらにご検討いただける機会があればいいなと

思っています。 

 以上です。 

【山﨑委員長】  ありがとうございました。 

 そういうことなので、これはまだ確定をしているわけではないという

ニュアンスでよろしいですよね。ということで、どうもありがとうござ

いました。 

 ほかになければ、次の議題に移らせていただきたいと思いますが、よ

ろしいでしょうか。 

 それでは、２つ目の議題、学校の新たな「かたち」づくりとしての３

つの取組についてということでございます。まず、こちらについて、事

務局のほうからご説明いただけますでしょうか。 

 

【事務局（押味教育政策課専任主幹（兼）学校教育課専任主幹）】 

 新たな「かたち」づくりといったところで、３つの取組、コミュニテ

ィ・スクール、小中一貫教育、あと、少人数教育といったところで、検

討委員会の第３回で触れさせていただいている内容だと思います。 

 そこにつきましては、具体的な検討をというところで投げかけさせて

いただいている部分がありまして、また、ソフトとハードを一体的に、

教育環境の充実のところでは関連性がありますので、また今日、ソフト

面のところの検討の１回目ではあるんですが、７月にも引き続きという

ところなんですが、コミュニティ・スクール、小中一貫教育、少人数教

育のソフト面のところを、制度の概要とか、そういったところの成果、

課題も含めまして、また共有をさせていただき、議論を深めていけたら

なと思っているところでございます。 

 なお、コミュニティ・スクールと小中一貫教育につきましては、専門

であります屋敷先生からお話をいただくことになっておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 
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【山﨑委員長】  屋敷先生、どうぞよろしくお願いします。 

 

屋敷副委員長より次の資料を説明 

・資料 NO.2-1 コミュニティ・スクールの導入と推進  

 

【山﨑委員長】  ありがとうございました。 

 屋敷先生のほうで、コミュニティ・スクールの導入と推進ということ

で、自らのご経験を踏まえながら、貴重なデータなども掲載をしていた

だいて、コンパクトに要点をまとめていただきました。 

コミュニティ・スクールの導入と推進について、今、お話をいただき

ましたけども、こちらについてのご意見とかご質問、あるいは感想でも

よろしいかと思うんですが、何かありましたら、委員の皆様からいただ

きたいと思います。いかがでしょうか。 

【委員】  すいません、１つ確認なんですけど、神奈川県がこれを導

入しているというのはお話で聞いたんですけど、寒川町はどうなんでし

ょうか。 

【山﨑委員長】  よろしいですか。お願いします。 

【事務局（押味教育政策課専任主幹（兼）学校教育課専任主幹）】  寒

川町におきましても、令和元年に、まず寒川小学校に立ち上げました。

その後、年度ごとに立ち上げていく予定だったんですけども、コロナの

影響がありまして、そこのところで１年開きまして、令和３年に小谷小

学校、寒川東中学校、令和４年度に旭小学校、南小学校、あと寒川中学

校、来年に一之宮小学校と旭が丘中学校といった形で、４年間かけて、

順次、寒川町に導入していくといった動きになっております。 

 以上でございます。 

【山﨑委員長】  よろしいでしょうか。 

【委員】  今、導入しているというのは聞いたんですけど、２ページ

目かな。絵の中に、住民とのコミュニケーションがあるとかってありま

すよね。これを導入しましたという告知はどういうふうにしていたんで

すか。 

【山﨑委員長】  お願いします。 

【事務局（押味教育政策課専任主幹（兼）学校教育課専任主幹）】  町

としましては、学校運営協議会制度でコミュニティ・スクールを導入し

たことは、学校教育だよりなどで、教職員向けの先生方だったり、あと、

保護者向けの方には周知、案内をさせていただいているところでござい

ます。 
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 また、学校側のほうでも、学校における保護者向けのお便りとか、そ

ういったところで順次、コミュニティ・スクールを導入しておりますと

紹介しているところでございます。 

 以上でございます。 

【委員】  分かりました。ありがとうございます。 

【委員】  これに関しましては、私、実は学校運営協議会の会長を中

学校と小学校合わせて１０年以上やっているんですが、そこでよくやる

のは、広報紙を作って、地域住民の方にも、例えば自治会のようなとこ

ろにお配りするということはよくやっておりました。この辺の学校運営

協議会の活動費用をどのように町のほうで準備するかということもあ

りますし、学校の予算を使って広報紙なりを作ってという動きもござい

ますが、少なくとも私がやっていたところでは、委員全員の顔写真を出

しまして、今年度はこういったことをやりましたということで、保護者

には全員配布しておりましたので、そういったことをやっていくと、こ

このポンチ絵がありますけれども、その中に、いろいろな協議の結果に

関わる情報提供の努力義務があるんだと書かれているので、学校運営協

議会は、少なからず、そういった情報提供をこれからどんどんしてくだ

さることが重要かなと思っております。 

【事務局（押味教育政策課専任主幹（兼）学校教育課専任主幹）】  ご

意見いただき、ありがとうございます。 

 私も他市町等の情報を得る中で、やはり盛んにコミュニティ・スクー

ルをやられているところの自治体は、そういった広報紙が充実したりと

かといったところを私も認識している部分がございます。今、ご意見を

いただいたことを基に、また寒川の実情を踏まえて、検討していけたら

なと思っております。ご意見をいただき、ありがとうございます。 

【山﨑委員長】  私もある時期、地元の学校運営協議会にいろんな形

で関わらせていただいたんですが、資料にもありますけど、こういった

ものの成果とか課題みたいなものをみんなで情報共有したり、何かそう

いう形で、具体的な形で目に見える、目に見えないところもあるかなと

は思うんですが、そういったものをとにかく皆さんで情報共有し合うと

ころからスタートするのかなと個人的に感じています。この辺りは、教

育委員会もさることながら、現場の先生方もこういった制度で、学校が

いろんな意味で刺激というんでしょうか、支援を受けたりとか、いろん

なことがあるかなと思うんですが、現場のほうで何かちょっとこう、こ

ういったものに関わることとして、校長先生もいらっしゃるようです

が、何かあればちょっとコメントをいただければなと思うんですが、い
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かがでしょうか。どうでしょうか。 

【委員】  南小学校は今年からなので、南小学校は今年から学校運営

協議会ということで、まだ立ち上げたばかりのところで、これからどう

していきましょうかということも話し合っているところなんですけれ

ども、去年、小谷小学校にいましたので、小谷小学校はその前にもう立

ち上げているというところで、やはりそれまでに地域の方であったり、

ＰＴＡであったり、それから、学識経験者というか、元教員の先生だっ

たり、いろいろなところから一緒になって話をしていく中で、学校に対

してばらばらに協力していた人が一つの形になって、それぞれ意見を言

うような形、その場をつくることができました。その時は話がやっぱり

結構盛り上がって、こういうことができるんだ、ああいうことができる

んだということで、かなり盛り上がりは見せていました。 

 ただ、コロナの関係で、あまり盛大に集まることができない状況であ

りましたので、取りあえず小谷小学校は、校外の活動であったり、環境

整備であったり、授業支援、そういうところに参加してもらえるという

ことはありました。ですから、やはり学校によって、南小学校は１回目

をやって、顔合わせをしてという感じでありますので、学校によって少

し進度が違うと思います。ですから、最初に開いた寒川小学校なんかは、

もうある程度出来上がっていて、活動のほうもやられているんじゃない

かと思いますけれども、小学校のほうは、今そんな感じです。 

【山﨑委員長】  ありがとうございます。 

 中学校ではどうでしょうか。 

【委員】  寒川東中学校は、ちょうど小谷小学校と同じ時期に、昨年

からコミュニティ・スクールということで始めたんですけれども、やは

りコロナの関係で、比較的、それでも頑張って集まって、お話はできる

限りしたかなというふうに思ってはいるところですが、具体的な何かの

活動をというわけではなくて、話合いが多かったです。 

ただ、そんな中で、やはり地域の方が学校に対して期待していたりと

か、求めていることだったりとか、それから、逆に今、学校がやってい

ることで、こういうところがいいですねなんていうことを認めていただ

いたりとか、例えば、具体的なことを申し上げますと、うちの学校は、

学校だよりを生徒が学校だよりを地域の方に届けるということをやっ

ております。そのときに、ただ届けるだけではなくて、本当だったら面

と向かってご挨拶して、ちょっとお話でもできればいいんですけど、そ

れができないので、入れてある封筒にメッセージを書いてポストに入れ

るみたいな、そんなところもすごく気持ちが温かくなりますなど感想を
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いただいたり、お互いの学校と地域でそれぞれ考えていることなどの話

合いの交流に、今のところはまだとどまっておりますけれども、少しず

つ取り組んでおります。 

【山﨑委員長】  貴重なご意見、ありがとうございました。 

 ほかに何かご意見ございませんでしょうか。 

 どうぞ、お願いします。 

【委員】  神奈川県としては、高校のほうは、たしか令和元年度まで

に全ての学校がコミュニティ・スクールになっています。寒川高校も平

成３０年度からコミュニティ・スクールになっていますけれども、高校

のほうは、地域といっても、通ってきている生徒は全県からなので、な

かなか難しいところもありますが、それ以前からあった、屋敷先生がご

説明いただいた学校評議員制度というのがございましたが、そこから、

ある意味、大きくあまり変わっていない学校もあれば、このコミュニテ

ィ・スクール、学校運営協議会制度になって、地域の方たちの支援がた

くさん入っている学校もあるやに聞いています。 

 本校の場合は、運営協議会の委員の方、町の方に入っていただいたり

とか、あと地域の自治会の方に入っていただいたりしていますので、直

接的な部分で、例えば町の生徒の進路活動に関係して、企業の方とのつ

ながりをつくっていただいたりとか、あるいは、地域との防災関係のこ

とで、避難施設となったりとか、そういったところでの交流ですとか、

あとは、具体的にはそういったところがあるんですけれども、私として

は、２枚目の図にあるように、地域と学校の共同本部的なもの、こうい

うものがどんどんもっとできてきて、生徒のために地域が支援していた

だけること、それが一方、生徒が地域に貢献するようなこと、こういっ

たことがどんどん増えてくればいいなと思うんですけれども、なかなか

具体的にそういうところが進むのは難しいところはあります。 

【山﨑委員長】  ありがとうございます。現場の生の非常に貴重なご

意見、ありがとうございました。 

【委員】  初歩的な質問なので、ご指摘があったらぜひいただきたい

んですけど、スライドの１５枚目を見たときに、コミュニティ・スクー

ルにはこういう型があるというお話だと思うんですが、前の寒川町にお

けるコミュニティ・スクールの取組を見ていると、医療補助だったりと

か、地域学習だったりとか、そういったことが多いようで、私は個人的

に、それは学校支援展開型に入るのかなと思っていて、横の人口規模と

の関係を見たときにも、やはりそうなのかなというふうに個人的には考

えているんですけれども、これから寒川町のコミュニティ・スクールの
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活動をもっと広げていくとなったときに、やはりこれからもｂタイプ

の、こういった展開型のほうで進めていくのか、ほかに形を変えていく

のか、どうしていくんだろうかということが少し気になりました。よろ

しくお願いいたします。 

【山﨑委員長】  お願いします。 

【事務局（黄木学校教育課長）】  類型に当てはめるというよりは、

現状で申し上げると、学校支援というところの側面は実際に強いのかな

と思いますが、管理運営特化型というところでの、例えば学校に対する

さまざまなご意見をいただくという部分は、特にこの２つというのは、

支援と意見というところの２本柱になると思います。それを合わせてい

くと総合型になっていくのかなと。 

場合によっては、まちづくり展開型は町を巻き込んでいっているの

で、そういったところは町部局としても関連の高いところかなと、より

高度なレベルになっていくと思うんですけれども、実際には、どちらか

というと、自分の認識としては、学校支援型の部分が強いですが、総合

型に近いのかなと。もし類型にはめるとすれば、そういうところが、ま

だ学校によって少しずつ段階的に導入しているので、先ほど校長先生か

らありましたけれども、それぞれの学校によって進度が違うというのも

ありましたが、特に最初に導入した寒川小学校などは、そういった総合

型というところも、総合型でも、ちょっと支援のほうが強い総合型とか、

そういうふうにさらに分類するとあるかもしれないですけど、そういっ

たところになっているのかなと思います。 

 今後は、まちづくり展開型なんていうのもありますけれども、そうい

った部分のも、まだ導入している段階ですので、まだまだこれからだと

思いますが、そういったところも念頭に置いていくのも必要かなと。 

【山﨑委員長】  屋敷先生の補足というか、何かよろしいですか。 

【屋敷副委員長】  一言申し上げると、委員の構成によっても方向は

かなり変わってくるんですよね。そうすると、委員が交代されて、新し

い機軸を打ち出されて、活動が高まったということもあります。やっぱ

り回数を重ねるということが重要なのかなというところがありますの

で、その辺り、今後、楽しみにしていると申し上げておきたいと思いま

す。 

【山﨑委員長】  ありがとうございます。 

 そのほか。 

【委員】  コミュニティ・スクールが寒川町で既に何校かできている

と。私は一之宮小学校なんですけれども、一之宮小学校は、コミュニテ
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ィ・スクールはまだできていないと。ただ、現実の中に、先ほどの資料

で、いわゆる昭和６２年にこの政策が出たわけですね。私の記憶では、

５日制が導入されて、ゆとりとか、地域が関わるというときにたしか打

ち出されたのかなと。こういうふうな背景の中で、既にこれが始まって

すぐ、例えば一之宮小学校の地域の人たちが読み聞かせだとか、あるい

は本を提供するとか、形自体はスクールじゃないけども、地域の人がで

きることについてはやろうよということで、やっていただいている。そ

ういう意味では、例えば読み聞かせなどは相当な歴史があるのかなと思

いますし、私のところなども、自治会単位では今年で６年目になるんで

すけど、例えば毎年、校庭の木の伐採をしたりとか、校庭の清掃運動は

必ず年１回やろうということで、そういう意味での学校と地域の関わり

というのはやっている。 

そういう現状の中で、ここで一つ課題になってきたと思うのは、やは

り高齢化の問題と、大変失礼ですけれども、６０歳代から７０歳代、こ

れから中間的に地域で活躍していただける方が、いわゆる雇用延長と、

あるいは再就職というか、そういう中で、地域の関わりが非常に薄くな

りつつあるという現状をどう捉えていくか。そういう中で、先ほど言い

ましたように、それぞれの地域によっては、例えば私どもの一之宮小学

校ですとか、寒川中学校というのは、わりと歴史の古い地域性がありま

す。そういう地域性の違いというところも見ながら、例えばコミュニテ

ィ・スクールというのは、ある一定の基準ではめるのではなくて、その

地域性を踏まえながら、あるいはその学校の歴史を踏まえながら、どう

あるべきかというところから取り組んでいく必要があるのかなという

意味では、もっともっと幅広い意見、あるいは考え方を聞かせていただ

きながら、コミュニティ・スクールの導入についての推進というのは考

えるべきかなと思います。 

【山﨑委員長】  歴史も踏まえたというんでしょうか、というあたり

が非常に大事なキーワードなのかなと、今、ご意見を聞かせていただき

ました。 

 コミュニティ・スクールに関しては、いろんなタイプがあるというこ

とが先ほどありましたけど、これから時間経過を見ながら、こういった

ものがどういう形で成熟していくのかということもテーマになってく

るのかなとちょっと思いました。 

 コミュニティ・スクールに関しては、ほかにもご意見はあるかなと思

いますが、いかがでしょうか。 

【委員】  寒中のコミュニティ・スクールというのは、もう既に始ま
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って、歴史もあるようなことを初めて知ったんですが、先ほどの屋敷先

生のご説明の中にもありましたが、校長先生が方針をつくって、それを

地域で承認をしてもらわなければいけない。承認というのは、先生の言

葉の中でもありましたけど、かなり重いものだと思うんです。実際に承

認を受けられなかった場合ですとか、そういったことも各校には出て、

先生方、いつも寄り添っているので、承認ができなかった点とかあるん

でしょうか。 

【屋敷副委員長】  これについては、文部科学省も以前から、そうい

ったことがあったらどういうふうにするのかということをＱ＆Ａで答

えているわけなんですけど、実際にはそれほど、ほとんど起きていない

ですが、もし起きた場合には、これは粘り強く校長先生が委員を説得せ

よと書いてあります。 

 やっぱり校長先生は教育の専門なので、それに対して意見を言って、

承認しないということになると、逆に説得できないとなると、校長先生

の能力が問われますよね。ということもありますし、さらには、じゃ、

校長先生のそういった方針に合わないような意見を述べて、それを主張

するだけの根拠をちゃんと委員が説明できるかどうかということも問

題になると思います。その辺のせめぎ合いが本当はあっていいんだろう

と思いますが、なかなかそういうレベルまで議論をされるようなところ

はなくて、基本的には、委員の皆さんは、校長先生がおっしゃるんだか

ら、そうですよねといって承認されるところがほとんどでありまして、

それを委員の役割と考えていらっしゃる方は、少なからずいらっしゃる

というのが実態です。 

【山﨑委員長】  私自身もこういった協議会に関わるというのは、学

校を積極的に、基本的には応援をどうすればいいかということが念頭に

あって、屋敷先生の最初のほうの資料に示してありましたが、開かれた

学校ということで、それはハード面もソフト面も含めてというニュアン

スもありますが、やっぱり学校に地域の人たちが関わって、積極的にど

うやって支援していくのか。それが学校サイド、教職員だけじゃなくて、

児童、生徒にとっても非常によい効果を生むような形で支援をしていけ

ればいいなというふうに思っていて、いろんな学区外での、子どもたち

が学校外のことも含めて、いろんな形での協力体制をやっぱりネットワ

ーク化しながらやっていく、そのことが学校の運営にも、そして、子ど

もたちにとっても何かプラスになっていけばいいかなというふうに思

いながら、私も委員としてお手伝いをさせていただいた経緯がありま

す。 
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 ですから、学校側で、ワンサイドで、多分ワンマン的に何かやられる

ような学校というのは少ないと思いますけども、基本的には対話しなが

ら、改善をしたりしながら進めていくのが本来の望ましい方向性なのか

なとちょっと思っています。 

 それから、もう一つ、これは私事なんですが、開かれた学校というの

が、私が学生の頃でしょうか、ＮＨＫブックスに開かれた学校という著

書が出ました。これは私の恩師が昔書かれた本で、開かれた学校づくり

というのが、実はイギリスのコミュニティ・スクールなんかの影響もあ

って、日本でもこういったものが実現できないかなということが、四十

数年前にもいろんな形で模索されていた時期があったわけです。それ以

降、実は昨年度ですか、２０年前に池田小学校の事件が起きて、それで

非常に学校がある意味で防犯上かなり、物理的にも閉ざされてしまった

ような経緯があったと思います。ですから、そういうことも含めて、開

かれた学校が実際に、物理的にも、精神的にもどういう形でできるのか、

それはコミュニティーの力で、いろんなところで、人の力で学校を守ろ

うじゃないかという形でやっていらっしゃるコミュティ・スクールもあ

りますし、よく例として出てくる幕張の打瀬小学校なんかも塀がない学

校で、池田小学校の後にも随分いろんなインタビューをされた経緯もあ

ったわけですが、現場に行って聞くと、やっぱり地域の人たちが学校を

守るんだという意識が非常にあって、不審者が学校の近くに止まってい

ると、わざわざ学校に連絡をくれるというお話を現場でお伺いしたこと

があります。 

 ちょっといろいろ脱線話で申し訳ございませんが、本質的にはそうい

うことが育まれるようになると本当にいいかなと個人的には感じてお

ります。ちょっと余計な無駄話をしまして、申し訳ございません。 

 そのほか、何かございませんでしょうか。 

【委員】  現場のほうからなんですけれども、私は旭小学校ですが、

今年度導入ということで、今、立場的に午後学校にいないことが多くて、

どういうふうに動いているのか分からないので、まだまだ勉強不足とい

うか、感じていない部分も多いんですけれど、さあ、コミュニティ・ス

クールをやるよ、だから始めるよというのは、やっぱりちょっと乱暴な

気がして、今こういうことが必要だから、こういうことを目指している

から、そこでコミュニティ・スクールという手だてがあるという流れじ

ゃないと、うまく活用できないのかなと。モチベーションの話で、現場

も感じるのではないのかなと感じます。 

 話がずれますけど、現場は今、非常に逼迫しているんです。ご承知だ



 17 / 35 

 

と思いますが、ぱんぱんな教育課程であり、そこでまだ足し算のような

形で、引き算がないというか、果たしてこれが足し算になるのか、引き

算になるのかというのがまだ見えていないんですけれども、導入に当た

って、現場の負担というのは間違いなくあるとは思うんです。この部分

を考えながら進めていかなければいけないのかなというふうには思っ

ています。 

【山﨑委員長】  貴重なご意見、ありがとうございました。 

では、ちょっと時間の関係もありますので、引き続き、小中一貫教育

の導入と展開についてのお話を、これも屋敷先生にいろんな形でまとめ

ていただきましたので、こちらについてもお話をお願いできますでしょ

うか。どうぞよろしくお願いします。 

 

屋敷副委員長より次の資料を説明 

・資料 NO.2-2 小中一貫教育の導入と展開 

 

【山﨑委員長】  ありがとうございました。 

 屋敷先生の小中一貫教育の導入と展開ということで、先生自らの実体

験を含めた、非常に貴重なデータに基づくご説明をいただいたかなと思

います。こちらについて、たくさんいろいろお聞きしたいということも

あるのではないかなと思いますが、いかがでしょうか。 

【委員】  ちょっと町のほうに聞きたいんですけれども、基本的に去

年まで公共施設の検討委員会では、公共施設の中ではこういうふうな議

論も多少あった事実はあるか。ただ、今回の、いわゆる報告書、これが

適正化等の検討に関する報告書の中で、いわゆる、この後のほうには、

小中一貫制を含めた検討が必要だと位置づけてあるんですね。それはそ

れで関連性からすれば理解はできるんですけど、ただ、初めの前段の分

で、その位置づけの仕方としまして、いわゆる高齢化社会に伴って、寒

川町も非常に高齢化になってくる。そういった意味では、医療費だ何だ

かんだという経費が非常に負担になってくる。それから、公共施設自体

も老朽化することによっても費用がかさんでくる。だから、何とかしな

きゃいけないんだという、そこから財政、財源から事が発してきている。

結果、お金がないからしようがないよなという捉え方になってしまう

と、ちょっと違うんじゃないだろうか。 

そういう背景はあるんだけれども、高齢化じゃなくて、少子化という

観点の中から、寒川町の子どもたちの教育というものについてどう充実

を図っていくかということが大事なんだというところが本来前面に出
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てきていたほうが、割とすっと入りやすい、理解しやすいのではないだ

ろうか。ただ、その中で、また寒川町の全部がそうなってしまうのかと

いうのではなくて、その中でどういう規模で、どうするのかというのが

今後の課題としてあるわけですけども、まず、小中一貫校というのは、

そういう考え方の中で、ただ単に施設数の関わりから、あるいは縮小と

かそういうんじゃなくて、教育の在り方の中で、よりよい教育、いわゆ

る９年間の学習法と求めてきた、結果的に、非常にすばらしい教育だっ

たり、あるいは学業であったり、いろんなものが充実してきた。そうい

うものが小中一貫校をつくっていくんだというふうな、いわゆるそのビ

ジョンというのが、ある意味ではあったほうがいいのではないだろう

か。逆に、失礼ですけど、資料３－１の報告書を見てしまうと、後ろ向

きの中に何かしなきゃいかん。じゃなくて、少子化ということ自体をど

う乗り切ってきっていくかという意味での対応をしていくことが必要

ではないだろうか。 

 それともう一つは、ある程度、小中の中では、今回のスケジュールが

出ていますけど、いつ頃というか、具体的にどういうふうな形で、どの

規模でどんなふうに進めていくのかというのは、本来は打ち出されてい

てもいいのかなと思います。 

【山﨑委員長】  そうですね。ご意見をいただきましたけど、なかな

かご説明をしにくい部分もあるかなと。 

 どうぞ。 

【事務局（黄木学校教育課長）】  まさに委員がおっしゃったとおり

でございまして、背景は確かに公共施設再編計画というのがあったかも

しれませんが、この報告書、つまりは基本方針の９ページにもございま

すけれど、昨年度から、やはり将来の子どもたちにとって目指すべき望

ましい教育環境づくりを行う、ここがやはり肝になってきますので、ま

さに委員がおっしゃったとおり、財政云々というところも、もちろんあ

ったのかもしれませんが、現実、少子化に伴って、子どもたちの数が減

れば、望ましい環境でないデメリットもやはり出てきますので、そうい

った部分での視点というのは非常に大事になってきます。 

その中で、よりよい環境づくりというところで、小中一貫教育という

のが一つ出てきていると。これについては、国のほうも手引等で、この

適正化を図る上では、これは検討が必要な課題であるというところがあ

って、今回、検討課題の１つとして取り上げられたということの押さえ

でよろしいのではないかなと。あくまでも子どもたちにとって望ましい

教育環境、その部分での話であると。 
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 単に、またご説明があったとおり、義務教育学校というだけでなくて、

分離型、小中一貫、それぞれ小学校、中学校が分かれているけれども、

一貫教育の場合、教育課程を９年間としてつくるということが一番の、

ここが本旨なので、単純に一つの学校にするとかだけじゃない形も、ば

らばらと分離にしてありますので、そういう部分は、また検討していた

だければなと思っています。 

【山﨑委員長】  先ほどの委員のご意見というのは、前年度、いろん

なことで議論をした、この適正化等検討委員会での基本方針をまとめる

ときにもいろんな議論が出たところとも関連するかなと思って、聞かせ

ていただきましたけれども、小中一貫教育について今日は屋敷先生のほ

うで、小中一貫教育の導入と展開ということで、実際の具体的な現場で、

小中一貫を導入すると、どういうことが実際に起こっているか、あるい

はどう評価されているかとか、何となく概念的に今まで捉えていたもの

を、実際の詳細なデータとか、情報を基に、今日は詳しい時間がなかな

かとれなかったと思いますが、屋敷先生自身の実体験に基づいた生のご

意見としてご説明いただいているんじゃないかなと思っています。今日

は時間が限られておりますが、この小中一貫教育を寒川として、これか

らどういう形で、本当に導入するのか、しないのかを含めたご意見の場

に移行していかないといけないんじゃないかなという気がしておりま

す。 

 この辺りについては、今日は、詳しくこの辺りのお話をいただいて、

個々の各論についてのご質問は、かなりそれぞれ出てくるような気もす

るんですが、この辺りについて、何かどうしても今日ここで聞いておき

たいとか、もう少し詳しくとかということがあれば、ぜひともご質問な

りしていただければなと思いますが、いかがでしょうか。よろしいでし

ょうか。 

【委員】  屋敷先生に質問というか、さっきの山﨑委員長の話を踏ま

えてなんですけども、資料の１１ページのところに、品川区の教育課程

のことを説明されていたと思うんです。この市民科という教育課程みた

いなところは、多分、独自に教材を開発されているのかなとちょっと思

ったところと、これを寒川に置き換えたときに、例えばこう、先生方の

負担はちょっと増えるかもしれないですけども、何か寒川が目指す姿み

たいなのを独自に９年間の教育課程で打ち出せるんじゃないかなと思

いまして、それは学校現場もそうですけども、例えば、寒川はこういう

教育をやっているということで子育て世代とかに訴えていくと、移住・

定住とか、先ほど高齢化の話がありましたが、何かそういう若い世代を
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寒川の教育によって取り込むみたいなこともできるんじゃないかなと

思って。具体的な話は、多分今後になっていくと思うんですけど、何か

そういったことも目指せるんじゃないかなと思いました。 

【山﨑委員長】  ご意見という感じでよろしいでしょうか。 

【委員】  はい。 

【山﨑委員長】  屋敷先生、何か補足ありますでしょうか。 

【屋敷副委員長】  ありがとうございました。 

 一つだけ申し上げれば、おっしゃったように、品川区の教育課程につ

いては、既に市販で本が出ております。何冊か出ておりますので、それ

をお読みいただくとよろしいかなと思いました。 

 基本的には、教育委員会が中心になって、先生方に集まっていただい

て、教育課程を新しくつくり、それぞれの専門の教育、それぞれの分野

でつくっていただいたというところがございます。 

 以上です。 

【山﨑委員長】  ありがとうございました。よろしいでしょうか。 

【委員】  ありがとうございます。 

【山﨑委員長】  ありがとうございます。 

 私からもちょっと、冒頭の呉市の話で、子どもの自尊感情が低いとい

う話があったので気になったんですが、具体的にはどういうように捉え

ればいいのかなと思いました。調査か何か、そういうような形であった

のでしょうか。 

【屋敷副委員長】  現場の学校の先生方の率直な感想ということと、

それから、何事にも自分に自信が持てないという子どもたちが増えてき

たということがあるんだろうと思います。それを上級生と一緒になっ

て、あるいは地域と一緒になって、自分のやったことが認められて、そ

れが自分の自身につながるような体験が実は必要なのではないかとい

うふうに考えられたということだと思います。 

【山﨑委員長】  ありがとうございます。 

 もう一つだけ、屋敷先生にちょっと教えていただきたいのですが、制

度化の背景の５つ目でしょうか。社会性育成機能の強化、これは地域で

の遊びが消失したとか、いろんなことがあると思いますし、家庭教育力

の低下ということもあると思います。この辺りが学校の現場でもいろい

ろ持ち込まれたり、取り沙汰されたりすることもあるかなと思うんです

が、具体的な効用というんでしょうか、成果というか、少しずつ、ちょ

っと概念的な感じなんですが、この辺りは何か調査なり、子どもの社会

性をどういうふうに育成するかという非常に大きなテーマにはなるか
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なと思うんですが、その辺りはどうでしょうか。これからの課題になる

のかどうか、その辺りをちょっと教えていただければと思います。 

【屋敷副委員長】  小中一貫校で、小学生と中学生が一緒になって遊

ぶということも見られますし、中学生が小学生の面倒を見るということ

は非常に大きな効果としてあって、これまでは、家庭ではなかなか、一

人っ子が多いということもあって、そういうことはありませんが、昔の

地域の遊びだったら、それは当たり前にあった。それがなかなかできな

いので。ところが、小中一貫の場合には、日常的に中学生が小学生の面

倒を見る。小学生は中学生のお姉ちゃん、お兄ちゃんの、将来的にはそ

ういった姿を目指したいというふうに思うということはよく言われて

おります。 

 学校によっては、それぞれ学年ごとにしっかり分けて、上級生とつき

合うなとかということをよく言う学校もありますけれども、そういった

ことを超えて取り組むようなことが実際は進んでいるように思います。

もちろんこの辺りも、学校の実態に応じて、どういうところをやってい

くかというのは課題になると思います。 

 以上です。 

【山﨑委員長】  ありがとうございました。どうぞ。 

【事務局（黄木学校教育課長）】  これはまさに少子化に伴うという

ところが、一つポイントになっているところだというところも捉えてい

ます。小中一貫教育が学校適正化とセットになって、国でもそれを検討

するようにと言っているぐらいであり、あまりにも小規模化してしまっ

て、学年ごとにも子どもが少ない。そういった中で、場合によっては複

式と言って、学年が混在して一つの教室で学ぶという、本当に地方にあ

るそういった学校の中で、社会性というものに非常に課題を抱えるな

ど、そういう中で、小中一貫にすることによって学校規模も大きくなり

ますし、そういった部分での社会性の育成機能というのも期待されると

ころなのかなと捉えております。 

 現実、小学校、中学校という中でも、小学校の中で６年生が１年生、

２年生を面倒見るというようなこともあります。中学校の中でも、１年

生を２年生や３年生が面倒を見ながら、そういった社会性を子どもたち

の中で育成するということは、実際にもう既に行われているということ

で、ただ、場合によって、これも次回のさらに深い検討の中でもまた議

論していただきたいところですけど、小学校で既に何度もそういった経

験した中で、また中学校でもそういった経験もできて、これが一緒にな

ると、場合によって、小学校における６年生という子どもたちがやって
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いたことが、ちょっと行われづらくなる、機会が少なくなるという場合

もちょっと懸念される一つなのかなと捉えています。それはまた次回、

揃ったときにご意見をいただければと思います。 

 以上です。 

【山﨑委員長】  ありがとうございました。 

 恐らく、ほかにもたくさん聞きたいこと、ご質問、ご意見はあるんじ

ゃないかなと思うんですが、今日は限られた時間で、まだほかに議題が

残っておりますので、次に移らせていただきたいと思います。 

 その前に、多分、屋敷先生のほうで、いろんな学校を一覧表でまとめ

ていただいていますので、先進校とかの事例の中で、ここで挙げていた

だいた中で、適正な学校がひょっとしてあるのではないかなとも思いま

すので、屋敷先生にもいろいろアドバイスをいただきながら、コミュニ

ティ・スクールも一緒にやっている学校も併せてご検討いただければな

と思いますので、屋敷先生、そういうことで、お願いしてもよろしいで

しょうか。どうぞよろしくお願いします。 

 それでは、議題の３つ目、少人数教育ということで、よろしくお願い

します。 

 

事務局より次の資料を説明【事務局（押味教育政策課専任主幹（兼）学

校教育課専任主幹）】 

・資料 NO.2-3 少人数教育について  

 

【山﨑委員長】  ありがとうございました。 

 少人数教育について、今、資料のご説明をいただきました。こちらの

話については、昨年度からの基本方針の検討でも、少人数とか規模の話

はいろいろ出てきたところかなと思います。文部科学省のほうでもいろ

んなことで、昨年度、この辺りについては、かなり丁寧にいろいろご説

明、対応をいただいたところかなというふうにも思いますが、ただいま

の少人数教育のご説明について、ご質問なりご意見があったら、お願い

したいと思いますが、いかがでしょうか。 

【委員】  寒川町の教育委員会にお尋ねしたいのですが、平成１３年

に義務の標準法が変わって、各自治体で、国の基準によらないで学級編

制ができるようになりましたね。そのときに、財政力指数が１より多い、

財政的には豊かと考えられる寒川町で、教職員数を独自に増やすという

ことはやられなかったのかどうかです。それをお尋ねしたいと思いま

す。 
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 といいますのは、２つあります。一つは、新潟県聖籠町というところ

があるんですが、あそこも不交付団体なんですが、それから、先ほどの

小中一貫校の愛知県に飛島という小中学校があるんですが、ここも不交

付団体で、独自に教職員を町で確保して、学級規模を小さくしているん

です。それからもう一つ、秋田県の学力向上が注目されておりますけど、

そこにはいろいろな理由があるんですが、秋田県も平成１３年の義務の

標準法の改正を受けて、独自編成が可能になったということで、３０人

程度学級を始めました。３０人程度学級を始めた理由は、特に不適応と

か、小１のプログラムの問題、それから、中１ギャップの問題があって、

小１、小２、それから、中１の生活を安定させるために導入したという

話を、この前、実は聞き取りをして分かったんですが、学力向上じゃな

いんですよね。 

要するに、学力向上を図るとすれば、そういった手厚く児童生徒の生

活を安定させることによって可能になる、先生と生徒の信頼関係もそこ

で生まれるということであろうと思うんです。そういった取組の検討を

寒川町は今後してもいいのではないかと思うので、その辺の検討はこれ

まであったのかどうか。さらには、神奈川県で独自の教職員配置をして

進めているところがあるのかについて、ちょっと教えていただけません

でしょうか。 

【事務局（黄木学校教育課長）】  今、委員がおっしゃったとおり、

秋田県については、私も特に研究対象として非常に注目をしておったと

ころです。何年もかけて、何百億円とかけて、秋田県が全学年にそうい

った少人数学級を国より先んじて行って、今はそのさらに先にもっと進

んで、一つの学級に２人の先生、複数担任制というのを行っています。

秋田県が今、全国的にも全国学調の成果を上げておるところは、さっき

おっしゃったように、まさに生活をしっかり安定して、その中できちん

と学力の定着を図っていくというような、そういった効果というのが現

れてきているのではないかと思っています。 

 寒川町におきましては、まず、小学校の低学年は、先ほど国の研究も

あったとおり、少人数学級の効果は非常に高いと研究の実績というか、

証明がされているところですが、寒川のほうでは、小学校２年生につい

ては、神奈川県のほうで３５人学級という人的措置が行われていまし

た。そして、寒川町は独自に小学校３年生のところで、少人数学習補充

教員という形で雇用をさせていただいて、小学校３年生まで、上限３５

人を上限とする学級編制を先進的には行ってきたところでございます。

それにやっと国も追いついてきて、小学校の全学年を、３５人を上限と
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する少人数学級になっていったと。 

 そうした中で、今後、国も中学校についてはどうするのかというのも、

徐々に議論が始まっているようですが、ここについては、委員会事務局

では、特にまだ議論は行われておりませんけれども、こういった学校適

正化等検討委員会でも、これを機に議論をひとつ、ご意見等を賜りなが

ら、進めていければいいのかなと思っているところでございます。 

 以上です。 

【山﨑委員長】  ありがとうございました。 

【委員】  今おっしゃった形で、成果というのはどういうふうに発表

されているんですか。例えば子どもの教育レベルが上がったとか下がっ

たとか、先生が楽になったとか、苦しくなったとか、そういう成果につ

いては、何らかの形では発表はされているんですか。 

【山﨑委員長】  お願いします。 

【事務局（黄木学校教育課長）】  成果というところは、例えば少人

数教育について、様々な研究が行われている中で、実は、客観的な数値

というのは難しいところなんです。どれを見ても、結局は学力にしか結

びつけられないというところがちょっと苦しいところで、寒川町として

は、そういったところというよりは、現場の先生方の声として、やはり

３年生のほう、県では２年生も含めてですけれども、そういった形で少

人数にしていただくことによって、子どもたちの生活の部分の心の安定

という部分につながっているという実感は聞いております。それをまた

さらに推し進めてほしいという部分もあったところで、国もこのたび、

６年生までについて、少人数学級というのを進めていただけることにな

ったところでございます。 

【山﨑委員長】  今のご質問は、昨年度までの委員会の中でもいろい

ろ関連する質問が出ていたように記憶をしておりますけれども、少人数

教育に関しての進め方というんでしょうか、これはいろんな意味での適

正化ということと併せて検討すべき、非常に大事なポイントかなと思い

ます。 

 定員というんですか、クラスの上限が決まれば、そこで、クラス当た

りの数がどういう形で置かれるのか。３５人の場合だと、２クラスにな

ると大体１８人ぐらいから３５人ぐらいまでの間に定員が分布すると

いう形になるかなと思いますし、実態として、どれぐらいの数で運営さ

れているのか。今の４０人と３５人の状況がどうなって、変わるとどう

なるかということについても、いろいろ検討すべきことがあると思いま

す。ただ、その教育成果については、屋敷先生はいろんなことで今、ご
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紹介いただきましたけども、まだ確たる形で、そのエビデンスがなかな

か示せないような状況もあると思いますので、この辺りについては、継

続的に検討していくという方向かなと感じております。 

 あともう一つ、少人数教育だと、国庫補助で少人数の加算、施設的に

も面積加算の制度が発足をしたりしているわけですけれども、どれぐら

いの形で少人数の施設整備をしていくかということも大きな課題にな

るのかなと。教室の単位というのもありますけれども、少人数でいろい

ろ多様な活動をしていくときに、施設がどういう形で運営されるかとい

うことも、ハード面も併せた大きな課題になるんではないかなというふ

うに、ご説明を聞いて、そのように感じた次第でございます。 

 まだいろいろ議論があるかなと思いますが、ほかにも議題が残ってお

りますので、次の議題に移らせていただきたいと思いますけど、よろし

いでしょうか。 

 時間がかなり押しておりますが、それでは、資料４になりますでしょ

うか。議題（３）が学校施設の現状について、そして、（４）が検討方

法についてということで、２つありますけど、こちらは事務局のほうで

まとめてということで、よろしいでしょうか。お願いいたします。 

 

事務局より次の資料を説明【事務局（三澤教育政策担当主任主事）】 

・資料 NO.3-1 学校施設耐用年数等一覧  

・資料 NO.3-2 学校施設配置図  

・資料 NO.3-3 区域図、区域線合わせ図  

 

事務局より次の資料を説明【事務局（千野教育政策担当副主幹）】 

・資料 NO.4-1 寒川町立小・中学校適正化等の検討方法  

・資料 NO.4-2 検討比較表 

 

【山﨑委員長】  ありがとうございました。 

 私のほうで資料３を飛ばしてしまいまして、申し訳ございません。資

料３は資料４と連動する資料という認識でよろしいですよね。 

【事務局（千野教育政策担当副主幹）】  はい。 

【山﨑委員長】  今回の資料４が、事務局のほうで検討比較表、たた

き台ということで、１６案でしょうか。①から⑥までが８校を６校、⑦

から⑫が８校を５校、⑬から⑯までが８校を３校に再編するようなたた

き台案という形で、縦軸にいろんな評価項目を示されておりますけど

も、ここはまだ白紙の状態だということですよね。 
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 この評価項目がこれだけでいいのかどうか、さらに足したほうがいい

評価項目も当然出てくるかもしれないと思いますので、この①から⑯案

に対する個別のご意見もかなりたくさん出てくるかもしれませんが、こ

れはたたき台として、シミュレーション案として認識をしていただい

て、特に今日は、評価の項目とか、進めるプロセスそのものがこういう

形でいいのかどうかを含めた形で、少し冷静に、この進め方に関するご

意見を主としていただければなと。個別に関する話は、今日は時間の関

係もありますので、ちょっと控えていただいたほうがよろしいかなとい

う感じを思っておりますが、いかがでしょうか。 

 どうぞ。何か補足がありますか。 

【事務局（高橋教育政策課長）】  １点だけ補足をさせてください。 

 今、委員長におっしゃっていただいたように、この場では、進め方で

すとか、項目の内容等について主に見ていただければと思っておりま

す。それに基づきまして、基本的にこういった表のつくりでいこうとい

うふうに決めていただいた段階で、中身を事務局のほうで次回入れた形

で、改めて７月の検討委員会の中でご提示させていただきますので、各

パターンについて、それぞれどういう考え方で、できるだけ定量的に、

点数をつけた形で各パターン何点とかというように分かりやすい形で

お示しをさせていただきたいと思っております。 

その上で、いろいろご意見をいただいた上で、どう絞り込んでいくか

というふうに進めていきたいと思っておりますので、よろしくお願いい

たします。 

【山﨑委員長】  あと、私のほうからも、先ほど資料を飛ばしてしま

いましたけど、資料３－１が、学校のそれぞれ建物の法定耐用年数とか、

経過年数でしょうかね。劣化度のデータもありますから、この評価表の

中には、今、このデータが必ずしも入っておりませんけれども、ハード

面として、この建物がどの時期にどういう形で耐用年数を迎えるかとい

う情報も、本来、評価の基準に入ってこないといけなくなりますので、

ちょっとそれも、今、資料３と資料４が必ずしも連動しておりませんけ

れども、最終的な評価項目としては、そういったものが指標の中に入っ

てくるという認識でよろしいですよね。ということですが、いかがでし

ょうか。 

【委員】  一つ確認ですが、これはあくまで、今までの人口推移とか

クラスだけの数値で、こういうふうに学校を決めたわけですよね。この

１６パターンというのは。それで、当然、住民感情というのは全く入っ

ていませんよね。というのは、パターン①の寒小、寒中を統合しちゃう
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というのは、多分、これは住民感情が許さないと思うんですよ。長くい

らっしゃる方は分かると思うんですけど。ということは、①のパターン

は考えなくてもいいんじゃないのかなという意見です。考える必要がな

いのではないかと。考えてもいいんですけど、多分、パブコメをとった

ら、こんなのは駄目だよという意見がいっぱい出ると思いますね。です

から、そういう考えなくてもいいパターンは、もう割愛しちゃったほう

が、事務局としていいのではなかろうかと思います。 

【委員】  関連して申し上げていいですか。今のお話は、多分そのよ

うな地域の、特にこれまでの歴史を踏まえた評価項目を、もし表の左の

こういうふうな表の説明の仕方をするんですよね。表の上の項目は表

頭、この横にあるものを表側、表の側、表の頭と言います。これは統計

の総務省の表の言い方なんですけれども、それに合わせて言いますと、

今、委員がおっしゃった部分は、表側の重要な評価項目の一つとして挙

げてしかるべきかなと感じました。それが一つです。 

 もう一つは、ここの表頭のこのパターンですが、このパターンの決め

方は、いきなり寒川小学校、寒川中学校が出てくるのには違和感を覚え

ます。というのは、もしやるのであれば、公共施設の再編整備で８校か

ら６校にすると書いてあるので、その６校にする、つまり２校なくしま

すよね。その２校を全部、そのパターンを全部挙げて、それぞれ表側に

関わる項目についてチェックをして、今後の教育環境整備にとって重要

なものだけを残していくというふうな形で進めるべきではないかとい

うふうに思います。 

 そういった意味で、先ほどの説明ですと、表側にある幾つかの項目を

既に加味した形で、考慮した形で表頭のパターンがつくられているとい

うことに、もう１回原点に戻ってパターンをつくり直す必要があるので

はないかというのが一つの意見であります。 

 それから、もう一つ重要なのは、８校から６校にするということを公

共施設の再編整備では考えていますよね。にもかかわらず、８校から５

校にするパターンが示されているというのは、皆さんの合意を得ないと

これ以上は進められないのではないかというふうに考えます。要する

に、公共施設再編整備を踏まえて、我々ここの検討委員会では議論しよ

うとしました。そうなると、それを超えて議論をするという合意が得ら

れたら、次に行けるんですが、そうでないにもかかわらずここで５校の

パターンが示されているので、ちょっとそこについては検討委員会で進

めていいのかどうかというのはちょっと懸念があります。 

 それから、小中一貫について見ましたら、これは３校と書いてありま
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すが、実は、小学校、中学校それぞれで考えると、公共施設再編整備で

言う６校に相当しますので、そのパターンだったらこれはあり得ると、

公共施設再編整備を踏まえての一つのパターンのモデルですよという

ことは言えるかもしれないなというふうに思って、そういった意味で

は、表頭のパターンの示し方を検討いただく必要があるのではないかと

いうのが私の考えです。 

 すいません、ちょっと深入りしたかもしれませんが、以上でございま

す。 

【委員】  これは、例えば、委員長、副委員長、あと事務局の皆さん

にもちょっとご提案なんですけれども、結構この資料、今もちょっと話

になったように結構デリケートな問題を含んでいるように気がしまし

て、基本的には、検討委員会が終わったあとにホームページに資料を公

開しているかと思うんですが、ちょっとある程度具体的に煮詰まった段

階で公開したほうがいいかなというふうに思っていまして、例えば、７

月とか次回以降にこういった資料を出したほうが多分全然この行政と

か知らない住民の人が見た場合、先ほどみたいに何だということになり

かねないかなと若干心配しまして、何かそこの部分はちょっと慎重に進

めていいかなというふうには思いました。 

 以上になります。 

【山﨑委員長】  ありがとうございました。おっしゃるとおり、かな

り今回こういう形でたたき台の資料とはいえ、非常にこれは学校の名前

も挙がっておりますし、かなり慎重にこのデータが入っていない状態で

はありますけれども、情報の出し方はかなり慎重に検討したほうがいい

かなと私も思います。 

 多分、作業部会でかなりちゃんとした形でまた練って、出し方も含め

て、それから先ほど委員が言われたように、いろいろなシミュレーショ

ンのパターンを漏れなくきちんとした上で、そして、例えば、住民の方

のご意見の評価尺度みたいなものをきちんと盛り込みながら、やっぱり

整理をしていったほうがよいかなというふうにはちょっと思います。 

 これはあくまでもたたき台ということで事務局のほうで示していた

だいておりますけれども、先ほどの繰り返しになりますが、この建物の

劣化度の状況だとかあるいは３のほうのデータで区域図だとか、自治会

の資料等もありますから、そういったような自治会との関係と、学区の

この再編の線引きのし直しみたいな話もあると思います。その辺りも踏

まえながら、きちんと評価項目の中に入れながらまとめていったほうが

よろしいような気がちょっとしておりますが、いかがいたしましょう
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か。この辺りは、皆さんにご意見いただくとすると、かなりたくさんの

意見がどんどん出てくるとは思うんですが、これは次回……。 

【屋敷副委員長】  その前にもう１点申し上げたいんですが、ちょっ

と重要なことなので申し上げます。統合する学校名と書いてあります。

配置する学校名と書いてあります。実は、これは適切ではないんだと私

は考えているんです。ここでの前提は、要するに今ある学校の敷地を使

いますよということですよね。そうすると、ここで統合する学校名、そ

の敷地が要するに学校として今後は使えませんということを言ってい

るだけで、学校がなくなるわけではないということなんです。 

 どういうことかというと、学校統廃合は、Ａ校とＢ校を統合してＣ校

ができますよね。そのときに、敷地とは別にＡ校とＢ校という学校を一

旦廃止してＣ校を造る場合に、改めてＣ校の名前でＣ校にＡ校という名

前をつける場合があるんです。そういったことがよくやられております

し、ましてや市町村の重要な地域の名前であれば、それはずっと使い続

けるということもよくやられることなので、ここでの誤解は統合する学

校がなくなるというと、あくまでもここでの検討は、敷地を今後はここ

にずっと残すということではありませんという意味だけなので、学校が

なくなるというふうな書き方をちょっと工夫をいただけないだろうか

ということがあります。 

 以上です。 

【山﨑委員長】  大変デリケートな問題を含んでおりますので、屋敷

先生はいろいろな他の事例も踏まえながらの非常に含蓄の富んだコメ

ントではないかなというふうに私も思いました。 

 どうぞ。 

【事務局（高橋教育政策課長）】  今いろいろご意見をいただいてお

りまして、なかなか昨年度からの検討の根本的なところからのご意見も

いただいていると思いますし、いろいろな意味で、特に今日の資料の４

－１ですとか４－２の取扱いについても、先ほど委員からもご意見をい

ただきまして、どう取り扱うべきかということは慎重にというのはある

と思いますので、むしろ、今日、私どものほうで、はっきり事務局とし

ての考えをきちんと申し上げるよりも、皆様からいろいろなご意見、懸

念をいただいた上で、しっかりどうしていくべきかということが、改め

て、委員長、副委員長ともご相談させていただきながら、次回の７月の

会議のときに、今日いただいた部分のご説明も含めて差し上げる形がよ

ろしいのではないかなというふうに事務局としては考えておりますけ

れども、皆様いかがでしょうか。 
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【山﨑委員長】  皆さん、いかがでしょうか。 

【委員】  私も具体的に、統合だ何だというところについては学校名

を明記すべきではないだろうと。実際に、昨年、一昨年も一之宮小学校

がそういう名前が出て、ＰＴＡ含めて地域の中で大きな問題になってい

るし、あるいはその前に、数年前に、東中学校も同じような状況もあっ

て、学校名をこうやって出すということ自体は、やはり見直し、少子化

という中に教育という、あるいはよりよい教育を目指すためにという観

点からいけば８が６になるとか、そういう視点の中で明確に出すべきも

のであって、私は今までの去年の一之宮小学校あるいはその前の東中学

校の件を含めて、具体的にここに名前を出すというのは大変失礼だと思

いますけれども、だから時期尚早であったり、あまりにもお金がないあ

るいは建て替えなければいけない、あるいは修理をしなければいけな

い、お金がかかる、何かそこだけが争点になって、ただ単にこことここ

を統合すればというふうな、その統合する通学路とか、通学の安全だと

か、確かにそれは表面的には大事なことかもしれないですが、そこの中

にただ重なっていて統合しか考えていないような気がする。それはちょ

っと違うのではないかというふうに思います。 

【山﨑委員長】  ちょっとご意見いただきました。ちょっと私個人と

してここでご意見を言っていいかどうかというのは非常に微妙なんで

すが、公共施設の再編の委員会の立場での議論はまた別にあると思いま

す。財政的な話はもちろんありますし、公共施設自身が人口が減って、

いろいろな形で全国、そういうものは縮減をしないといけない本格的な

時代になっているのは間違いないと思います。全体、今、学校の固有名

詞を出すべきではないということが出ていますが、再編をかなり進めて

いる先行自治体も含めて、名前を全く出さないで再編が進められるんだ

ろうかなというふうにはちょっと正直思います。 

 ただ、進め方とかシミュレーションのパターンとか、それについては

きちんとした形で、いろいろな検証をすべきですけれども、いろいろな

地域の反対がすぐ出るからということで名前をあえて伏せるというこ

と自身は、本当にそれが地域のことを本当に考えるということ、つまり

ローカルな事情だけではなかなか考えられないのではないかなと、町全

体としてそういうものをどう考えていくかという個別会としてのもち

ろん評価だとか、名前をどう残すかとか、委員から非常にいいコメント

をいただきましたが、ただその辺りについては、またどういうふうに進

めていくかということについて、皆さんからご提案とかご意見とか、や

はりどうしても名前を出さないで進めるのであればそれに越したこと
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はないんですけれども、現実的にはなかなか難しいのではないかなとい

うふうには正直思いました。ちょっとドライなコメントで大変この場に

はなじまないかもしれませんけれども、失礼しました。 

【事務局（高橋教育政策課長）】  ただいまの具体の学校名を出す出

さないの話ですね。これは決め打ちである特定の学校をほかのパターン

を比較せずにそこだけ出してしまうということであれば出すべきでは

ないと思っておりますけれども、先ほどご意見いただいた一つのうち、

８から６で、６も全ての小中学校の組合せのパターンを全て比較表に載

せた上で、公平にといいますか、偏りなく各パターンを検討するという

こと、その中で、具体の学校はできるだけ早くきちんと組合せという意

味で具体の学校を出していって、このパターンの場合はこうなっていく

んだということがむしろできるだけ早くお示しをして、住民の皆さんが

どうお感じになるのかということを出していただかないと、本当に私ど

もだけの意見で進めた形に見えてしまう懸念があると思っていますの

で、ちょっとそこはそういう形では進めたくないなと考えております。 

【山﨑委員長】  ありがとうございました。今日はかなりいろいろな

深い話が今回の議事の中に入っておりましたので、ちょっと大変時間が

押してしまいまして申し訳ございません。 

 その他、いろいろまた検討すべきことがあるかなと思いますが、事務

局のほうに一旦お戻しするということでよろしいですか。その他につい

て。 

【事務局（黄木学校教育課長）】  委員長。申し訳ございません。１

点だけ訂正というか、ここの部分ちょっと確認というところで、資料４

－１をご覧いただきたいのですが、私も事前に気がつけばよかったので

すが、資料４－１の裏面になります。こちらの⑬から⑯、３校のパター

ンのところの説明のところなんですが、これは小中一貫校というのがイ

コール義務教育学校の一体型と捉えられてしまうような記述になって

しまっているので、正確に小中一貫というのは分離型とかも様々ありま

すので、もうちょっと詳しく、例えば、施設一体型の小中一貫校を想定

した場合についてはというような形で誤解がないように記載したほう

がいいかなと思いました。これだけ見てしまうと、小中一貫を導入する

と、全て３校しか残せないんだというふうに誤解をされてしまうとちょ

っと違うのかなというところだと思いますので、いかがでございましょ

うか。 

【山﨑委員長】  これは資料４－２のほうも、小中一貫校数（一体型）

って、これも決定ではないというような、こういう形で想定した場合と
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いう話ですよね。 

【事務局（黄木学校教育課長）】  あくまでということですね。 

【山﨑委員長】  ということですね。 

【事務局（黄木学校教育課長）】  ただそれを今後の議論で分離型で

ということもあり得ますし、もちろん小中一貫教育自体を取り入れるか

取り入れないかというのは委員長もおっしゃっていただいたとおりで

すので、まだここは決まっていることではなくて、もし、ただ、学校数

に関わるところで義務教育学校の例えば一体型になってしまうと、こう

いう部分だよというところできちんと明記しておいたほうがいいのか

なと思いました。 

 以上でございます。 

【委員】  ちょっと１つ質問なんですけれども、先ほどこのパターン

の示し方のお話がありましたが、例えば、１３から１６が今ご説明があ

ったような、施設一体型の場合ということですけれども、一部施設に当

たっての小中を取り入れていくというパターンはないんですか。５校と

いうのは、先ほど当初の議論からすると、単純に減らして５校というの

はちょっと違うのかなと思っていたんですけれども、いかがでしょう

か。 

【事務局（黄木学校教育課長）】  委員のおっしゃるとおり、これは

あくまでも全校を、全てにわたって、小中一貫、施設一体型を想定した

部分ですので、そうではない一部の部分だけ、例えば、南部の地区、北

部の地区、中部の地区だけそういった形にするというのもシミュレーシ

ョンではあり得るところですので、確かにこの１３、１４、１５、１６

ですね、これだけにとどまらないかな、もし入れるのであればというふ

うな意見として捉えました。 

 ほかに、これだけにとどまらないでという、もし入れるのであれば、

違う異なる一部の一体型というような可能性のシミュレーションもあ

るのかなというふうに思いました。 

【委員】 もう一つ加えますと、先ほどの校名云々の話があり他の委員

のおっしゃるとおりだと私も思うんですけれども、まずは生徒の数とか

を考慮して、何校にした場合のシミュレーションという形の示し方で、

その場合には当然、この自治会区ですとか、ここの区割りの部分も今と

変わってくる可能性もあるので、ですから、このパターンを全部という

とすごいパターンにはなってしまいますから、ある程度、議論の方向性

として、まずは校名を入れずに検討していくということはいかがなんで

すかね。 
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 全く校名を入れないで最後までというのは無理な話だと思うんです。

どこかの段階で、どのパターンでいった場合には、この学校とこの学校

を統合というような形になってくると思うんです。その場合に、校名の

話というのは、例えば県立高校なんかはそうなんですけれども、校名は

後なんです。後で校名検討委員会というものが別に立ち上がってやるわ

けなんですが、まずは生徒の動向とか地域性なんかを踏まえて、どうい

う統合が最もいいのかという視点で議論されるのかなというふうにち

ょっと思うんです。 

【山﨑委員長】  はい。分かりました。 

【委員】  すいません、ちょっと要望というか、あれなんですけれど

も、学校の側としては、確かに本当に皆さんご心配していただく部分の

ところのこちらの校名の部分もあるんですが、最初のほうのスケジュー

ルで、地域懇談会で、現場の先生方にもなんていうことでお話も本当に

ありがたいなと思って聞いていたんですが、実際に中学校はもう１１月

下旬から１２月上旬は進路だったり、学期末であったりということで、

そこの中で、できれば全部の先生方にきちんとこのことについては話を

伝えたいなというふうには思うところなんですけれども、なかなかこの

時期は難しいかなって、それでもやらなければいけないというところが

あるのかもしれませんが、それと同時に、ではこの懇談会というか、こ

このところで何をポイントに話し合うというか、結局、これがあるとも

うここに結構話のポイントが行くと思いますので、それはそれなのかな

というふうにも思わなくはないんですけれども、今後、今日のこの話を

受けて、例えばですが、町の校長会だったりとか、先生方だったりとか

というところの情報の使い方であったりとか、その辺のところをまた教

えていただければなと思います。 

【山﨑委員長】  ありがとうございました。 

【委員】  すいません。資料の取扱いについては、事務局と委員長の

一任でやったほうがよろしいんじゃないですか。 

【事務局（内田教育次長）】  ありがとうございます。今言っていた

だいたご意見という形で、この資料についての取扱いにつきましては、

事務局、委員長、副委員長に一任していただいて、その取扱いを決める

という形でよろしいかどうかを決めていただければと思うんですけれ

ども。 

【山﨑委員長】  そういうご意見、ご提案をいただきましたけれども、

その方向性でいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 
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【山﨑委員長】  では、こちらについてはお預かりさせていただくと

いうことで進めさせていただきたいと思います。どうもありがとうござ

いました。 

 では最後、事務局のほうにお戻ししたいと思いますので、どうぞよろ

しくお願いします。ちょっと時間が来ておりますので、申し訳ございま

せん。 

【事務局（内田教育次長）】  ありがとうございました。長い時間、

ご議論いただきありがとうございました。 

 議題の部分については終了という形なんですけれども、４番の次第の

ほうで、その他というところで、事務局のほうから。 

【事務局（千野教育政策担当副主幹）】  前回の会議のときにお示し

をさせていただいたスケジュールの中で、実は６月２９日に町内の学校

の視察というものをご紹介させていただいていたんですが、まだ学校の

受入れは難しいということもある中で、今の状況ですと、町内の施設見

学については、ここの時点ではやめておいて、その代わりの現状を把握

するための動画ですとか、画像のほうを次回ご用意させていただいて、

まずここでの検討をするための素材としてはご提示をさせていただく

という方向に、現状のところは変えさせていただきたいと思います。 

 最初のスケジュールのときにお話をさせていただきました、先進校に

ついての視察先についてなんですけれども、恐らくこの先も結構議論す

る内容が多いところの中で、視察先をどこにしましょうかというご意見

集約をこの会の中で時間を取ることは難しいのかなと事務局として思

っておりまして、次回のときに、事務局案として、ここの学校はいかが

でしょうかというご提示をさせていただきたいと思います。そのご提示

をさせていただくに当たって、事前にもしこんなところに行きたいよと

か、こういった内容が見てみたいというようなものがありましたら、事

前に事務局のほうに皆さんのほうからご連絡いただけましたら大変助

かります。 

 以上です。 

【事務局（内田教育次長）】  視察についてご意見頂戴できればと思

っておりますので、よろしくお願いいたします。皆さんのほうからその

他ということでありますでしょうか。 

 なければ、長時間の検討ありがとうございます。これをもちまして、

第６回寒川町立小・中学校適正化等検討委員会を閉会といたします。あ

りがとうございました。 
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